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「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」 

第４回都・区市町策定検討会議 

 

１．日時・場所 

平成 30年５月 30日（水）13:00～14:30 

都庁第二本庁舎 31階特別会議室 27 

 

２．出席者 

別紙出席者名簿のとおり 

 

３．議題 

（１）中間のまとめについて 

（２）交差部の交差方式等の検証 

（３）計画重複等に関する検証 

（４）地域的な道路に関する検証 

（５）その他 

 

４．配布資料 

議事次第 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」都・区市町策定検討

会議設置要綱 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」策定に向けた考え方 

（第４回都・区市町策定検討会議資料） 

中間のまとめ（案） 

 

５．議事録（質疑） 

東久留米市 

・都市計画公園等との重複について、優先整備路線等以外の路線と都市計画公園等との重

複が本検討の対象になるが、同様の問題が優先整備路線にもある。優先整備路線と都市計

画公園等との重複についても、本検討と同様の考え方を適用するのか。 

 

都市整備局都市基盤部街路計画調整担当課長 

・本検討の対象は、優先整備路線等以外の路線と都市計画公園等との重複であり、優先整

備路線との重複については対象外である。優先整備路線との重複については、個別に調整

するものと考えている。 
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都市整備局理事 

・本検討を行うことで、優先整備路線との重複に関して、参考にできるものもあると思う

ので、引き続き調整していきたいと考えている。 

 

練馬区 

・都市計画公園等との重複について、公園機能に着目するとのことであるが、もう少し説

明をお願いしたい。 

・未開園の都市計画公園については、その公園に求められる機能はどのように考えるのか

教えてほしい。 

・重複の解消により、仮に公園機能の一部が失われ、代替機能を別の場所で確保する場合

の機能確保の考えを教えてほしい。 

 

都市整備局都市基盤部街路計画調整担当課長 

・都市計画公園等との重複に関する質問については、いずれも個別に調整していくものと

考えている。 

 

千代田区 

・都市計画区域マスタープランの改定の時期について確認したい。 

 

都市整備局都市基盤部街路計画調整担当課長 

・現時点では、平成 32年度の公表を予定している。 

 

立川市 

・中間のまとめにおける今後の進め方の項目について確認したい。今後、都市計画区域マ

スタープランの改定に伴い、３方針の改定があり、その後策定される区市町村マスタープ

ランについても、改定後の都市計画区域マスタープランに基づいて定められることとなる

が、その取扱については、各区市町様々であると思われる。また、地域的な道路は、地域

特性と密接に関わる道路であり、区市町村マスタープランの改定以降に、「必要に応じて」

その必要性の再検証を行う、といった表現を追加することが望ましい。 

・地域的な道路における既存道路による代替可能性の検証について、仮に代替できる道路

があった場合、どのように都市計画変更手続を行うのか教えてほしい。 

 

都市整備局都市基盤部街路計画調整担当課長 

・都市計画道路は、社会情勢や道路に対する都民ニーズの変化を踏まえ、その検証を適時

適切に行っていく必要があり、今後も都は不断の見直しを行っていくという前提がまずあ

る。その上で、都市計画区域マスタープランの改定以降、区市町において、区市町村マス
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タープランの策定があるか否かは、様々であることも認識している。しかし、都市計画区

域マスタープランが変われば、それ以降に策定される区市町村マスタープランは、この新

しい都市計画区域マスタープランに則すということは当然のことと考える。そのため、東

京の目指すべき都市像の実現に向けた方針が定まり、そして地域のまちづくりの変化が想

定されるため、中間のまとめではこのような記載をしている。ただし、今回は整備方針（第

四次事業化計画）を是として検討を進めるため、「再検証」という表現ではなく、都市計

画区域マスタープラン等の改定以降に、その必要性の「検証」を行う、という表現に修正

したい。なお、具体的な検証方法については、今後議論していきたいと考えている。 

・仮に代替できる道路があった場合には、現在ある都市計画道路の計画をその代替路に振

り替える都市計画変更を行うことを検討する。検証の対象となる都市計画道路は、整備方

針（第四次事業化計画）における、将来都市計画道路ネットワークの検証により、必要性

が確認された路線であるため、ネットワークとして削除するということは考えていない。 

 

江戸川区 

・隅切りの検証について、本検討の対象は、状況も様々であるため、一律の基準だけでな

く、個別に調整が必要な箇所もあると考える。引き続き調整をお願いしたい。 

 

都市整備局都市基盤部街路計画調整担当課長 

・個別箇所の現状把握を含め、引き続き調整していきたい。 

 

都市整備局理事 

・これまでいくつかご意見をいただいものについては、今後、事務局で対応していきたい

と考えている。 

・中間のまとめについては、本会議にて、大筋で合意をいただいたため、７月９日予定の

公表に向けて手続きを行っていきたいと思う。区市町の方々には引き続き調整をお願いし

たい。 

 

以上 

 



「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」 

第４回都・区市町策定検討会議 東京都 出席者名簿 

所 属 備 考 

政策企画局 技術政策担当部長  

都市整備局 

 

 

理事【座長】 

企画担当部長 

都市づくり政策部長 

 

（代理） 

 

都市基盤部長 

交通政策担当部長 

外かく環状道路担当部長 

都市基盤部 街路計画課長 

      街路計画調整担当課長 

 

 

（代理） 

（欠席） 

 

市街地整備部長 

防災都市づくり担当部長 

 

（欠席） 

市街地建築部長  

建設局 

 

道路管理部長 

道路保全担当部長 

 

 

道路建設部長 

道路計画担当部長  

 

 

公園計画担当部長  （代理） 

港湾局 港湾整備部長 （代理） 

 

別紙 



 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」 

第４回都・区市町策定検討会議 区市町 出席者名簿 

所 属 備 考 

千代田区 環境まちづくり部長 （代理） 

中央区 環境土木部長  

港区 街づくり事業担当部長  

新宿区 都市計画部長  

文京区 都市計画部長  

台東区 都市づくり部長  

墨田区 都市計画部長  

江東区 土木部長 （代理） 

品川区 都市環境部長 （代理） 

目黒区 都市整備部長  

大田区 まちづくり推進部長  

世田谷区 道路・交通政策部長  

渋谷区 土木部長 （代理） 

中野区 都市基盤部長 （代理） 

杉並区 土木担当部長 （代理） 

豊島区 都市整備部長 （代理） 

北区 まちづくり部長  

荒川区 防災都市づくり部長 （代理） 

板橋区 都市整備部長 （代理） 

練馬区 練馬区技監 都市整備部長事務取扱  

足立区 都市建設部長 （代理） 

葛飾区 都市施設担当部長  

江戸川区 土木部長  

 

 



 

 

所 属 備 考 

八王子市 都市計画部長 （代理） 

立川市 まちづくり部長  

 武蔵野市 都市整備部長  

三鷹市 都市整備部長 

・まちづくり推進課長事務取扱 

（代理） 

青梅市 都市整備部長  

府中市 都市整備部長 （代理） 

昭島市 都市計画部長  

調布市 都市整備部長  

町田市 道路部長  

小金井市 都市整備部長 （代理） 

小平市 都市建設担当部長 （代理） 

日野市 まちづくり部長 （欠席） 

東村山市 まちづくり部長  

国分寺市 まちづくり部長 （代理） 

国立市 都市整備部参事  

福生市 都市建設部長 （欠席） 

狛江市 都市建設部長 （代理） 

東大和市 都市建設部長  

清瀬市 都市整備部長 （代理） 

東久留米市 都市建設部長  

武蔵村山市 都市整備部長  

多摩市 都市整備部長  

稲城市 都市建設部長 （代理） 

羽村市 都市建設部長 （代理） 

あきる野市 都市整備部長 （欠席） 

西東京市 まちづくり担当部長  

瑞穂町 都市整備部長  

日の出町 まちづくり課長 （欠席） 



 

 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」 

第４回都・区市町策定検討会議 オブザーバー 出席者名簿 

所 属 備 考 

 

国土交通省 関東地方整備局 

東京国道事務所 副所長  （代理） 

相武国道事務所 副所長   

川崎国道事務所 副所長  （欠席） 

 

 


